
＜大井作業所洋裁班より＞ 

昨年よりマスクを作製販売しておりますが、

現在はお洒落な不織布マスクの上に重ねて

使うマスクや３重構造のマスクなども作製し

ています。 

また、布製のバックや畳のヘリを使ったバッ

クや布製のガマ口なども手作りしています。 

大井作業所には多数用意してありますが、

本部などでも展示販売していますのでお近く

においでの際はお立ち寄りください。 

詳細は直接、洋裁班までお問い合わせくだ

さい。 ☎3771-6166 

大井 3-15-7 洋服班 

定時総会を(縮小)開催します！ 

定時総会は、きゅりあん大ホールで 

６月１8日(金)１３時半から開催します。 

(13時開場) 

入場時に検温とマスク着用の確認を行
います。３７.5度以上熱のある方、マスク
未着用の方の入場はお断りさせていただ
きます。悪しからずご了承ください。 

今年度も、既にご案内のとおり、新型コ
ロナウイルス感染拡大防止のため、式典、
体力測定会は中止します。極力対面接触を
避けるため、現地での参加記念品のお渡し
もありません。ご欠席の方は出来る限り委
任状のご提出をお願いいたします。 

議案書に同封した出欠通知のハガキに

は、投函期限が６月２日となっております

が、６月２日を過ぎて投函していただいても

有効となりますので、ご安心下さい。来場、

委任状提出の方には、後日記念を郵送い

たします。欠席でハガキ未提出の方には

記念品はありませんのでご注意下さい。 

 

  

新型コロナウイルス感染防止のため、ワクチン接種を積極 
的に受けましょう！その上で、熱中症には気をつけて、マ 
スク着用を心掛けましょう！！また、十分な睡眠と体調管 
理を徹底し、暑さを乗り越えてください！ 

会員の入会強化事業に 
ご協力願います！ 

 

今年度もご案内のとおり、会員の入会強化

事業を実施しています。3 人以上の会員を入

会勧奨された方は総会での表彰もされること

になっています。会員の皆様の知人やご友人

を、是非ご紹介ください。 

センターはお仕事の紹介をするだけでなく、

会員の健康維持、仕事を通じての社会貢献、

会員同士の交流と幅広い活動を行っています。

勧誘に当たってはこの辺の説明もお願いいた

します。 

なお、お一人紹介していただければクオカ

ード 1,000円分を 1枚進呈いたします。 

紹介カードは、各事務所に置いてあります

のでそちらをご利用下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 

 

 

夏期全体会中止について 

〇夏期全体会は、新型コロナウイルス感染

拡大防止のため、全地区とも中止です。 



令和 3年度の安全標語！ 

テーマ① 危険予知  優秀作品 

『事故ゼロは  慣れた作業も  慎重に』  

大井東地区 福田 省三 会員 

 

新型コロナウイルスワクチン接種 

について 

早速ですが、新型コロナウイルスの 

ワクチン接種が始まりました。まず、 

７５歳以上の方が５月２４日からで、 

６５歳以上の方は予約開始が、６月 

１４日からとなっております。現在の 

ところ、ワクチン以外に有効な感染防 

止対策がない現状ではワクチン接種が 

第一です。予防の観点から絶対に接種 

を受けましょう！！ 

１回目の接種が終わりましたら、２ 

回目は、３週間後の同じ会場、同じ時 

間で接種する接種予約になっているそ 

うです。２回目のワクチン接種が終わ 

りましたら、提示を求められる場合に 

備え「予防接種済証」（接種券の右側） 

は大切に保存して下さい。 

 

襖・障子張替、配布業務会員募集！ 

東大井支所で襖や障子の張替作業を 

行う会員さんと区の広報誌を配布す 

る会員さんを募集しています。 

詳細については、お気軽にお問い 

合わせください。 

※未経験の方も歓迎です‼ 

問合わせ・申込み 

東大井支所 3450－0713 

 襖・障子：菅井、配布：山崎 まで 

 

 

 

6 月分の就業報告書提出締切日 

7月 ２日（金） 

配分金振込日 

7月１４日（水） 

 派遣会員給与振込日 

  7月２６日（月） 

 

連絡掲示板 

就業相談 

７月８日（木）午後１時～午後４時 

本部事務局と荏原支部で理事がご相談をお

受けします。 

 

 ５月末現在傷害・賠償事故の発生 

なし！ 

今年度、現在まで傷害・賠償事故は発生し

ておりません。この状況を一層推進し、事故

ゼロを目指して行きましょう。 

※こういう時だからこそ、自分は大丈夫と過

信しないで KY(危険予知)を実践して下さい。 

また、自転車を運転される方は、自転車賠

償保険の加入が義務化されています。 

最寄りの事務所にお出でいただければ、いつ

でも申し込める、東京しごと財団や東京都推

奨の「サイクル安心保険」パンフレットが置

いてありますので、お気軽にお越し下さい。 

申込はご自身で申し込む保険になっており

ます。 

シルバーで取り扱っていた自転車保険・団

体加入については今年から取扱いいたしま

せん。現在加入中の会員には８月に「サイク

ル安心保険」のパンフレットを送付します。 

 


